
第27回上越市みどりのフェスティバルに
出店するキッチンカーを募集します

日 時 令和7年4月26日 10︓00〜15︓00土

問い合わせ・応募先

≪グリッピィ≫
上越市みどりのフェスティバル

マスコットキャラクター

〒943-8601 新潟県上越市木田1丁目1番3号
上越市みどりのフェスティバル実⾏委員会事務局（都市整備課内）

TEL 025-520-5766
FAX 025-526-6112
E-mail toshi-koen@city.joetsu.lg.jp

高田城址公園 芝生広場会 場

申込方法 裏⾯の「キッチンカー募集要項」に記載されている
申込書類を応募先に提出してください。

注意事項 出店者資格、出店にかかる諸条件など、募集要項を
ご確認ください。
販売品が重複した場合、お断りすることがあります。

出 店 料 3,000円〔当日、会場にて集⾦します〕

募集台数 ５台

募集締切 令和7年４月４日 17時まで金



第27回上越市みどりのフェスティバル キッチンカー募集要項
１ 上越市みどりのフェスティバルの概要
上越市では例年、緑化や環境に関する体験型イベント等を通じて、緑化意識の啓発等を行う「上越市
みどりのフェスティバル」を開催しており、約5,000人の方が当イベントに来場されています。
２ 募集期間等
募集締切：令和７年４月４日（金）１７時まで
定 員：５台

４ 出店者資格
キッチンカーの出店資格は、以下の条件すべてに合致しなければならない。
①キッチンカーによる出店者は成人であること
②出店期間内において営業許可書の期限が有効であること
③食品衛生法に基づく「自動車による営業」の許可を有していること
④食品衛生責任者、又はそれに代わる資格を有すること
⑤販売品目は食品衛生法に基づく、許可を受けている品目に限る
⑥上越市暴力団の排除の推進に関する条例に定める宣誓ができること
⑦過去３年以内に、食品衛生法に基づく行政処分を受けていないこと
⑧国税及び、地方税を滞納していないこと

５ 出店にかかる諸条件等
出店にかかる諸条件は、以下の通りとする。
そのほか、主催者の指示に従うこととし、従わない場合は出店を中止する。
また、悪質な違反が認められる場合は、今後の出店を受け付けない。
①準備品等
・必要な物品、資機材は、出店者が用意すること（水飲み場の使用、発電機持込みは可能。）
・火気を使用する場合は、消火器を設置すること
②販売品
・酒類を除いた飲食物
③出店箇所への侵入
・車両の進入については、指定のルートがあるため、規定に基づいて行うこと
④禁止行為
・以下のア〜エの行為はしてはならない。
ア：拡声器の使用 イ：ゴミの投棄 ウ：会場内における飲酒行為
エ：他の出店者や来園者の迷惑となる行為

⑤トラブル等について
・キッチンカーにおける販売は、出店者と買い手との間の合意に基づくものであり、販売品に
対する苦情等については、実行委員会は一切関与しない。
また、販売品による人身事故（食虫毒等）、詐欺行為等のトラブルについては、出店者個人
の責任のもと解決するものとし、実行委員会は一切の責任を負わない。

６ 準備、販売時間等
出店場所：主催者が予め区画を定める。
準備設営：必要な物品や資機材の搬入、車両の乗り入れは当日８時から９時３０分までに行うこと。
販売時間：１０時から１５時の間とする。また、１６時までに退出を終えることとする。

３ 申込方法
出店希望の方は下記の書類を都市整備課に提出し、申込を行うものとする。
【申込書類】
①出店申込書 ②営業許可書一式の写し ③食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し
④販売車写真 ⑤誓約書

７ その他
中止の決定：荒天等が予想される場合、前日１０時に決定する。
売上の帰属：出店者に帰属する。
そ の 他：終了時刻（１５時）前に販売を終える場合においても出店料の割戻や返還には応じない。

会場内は人の出入りがあるため、終了時刻（１５時）前に販売品が完売した場合でも途中
での退出はできません。
販売品が他の出店者と重複した場合、出店をお断りすることがあります。


